
　　当公社では、令和８年3月より電子印鑑GMOサインによる

「電子契約サービス」を導入します。ぜひご利用ください！！

従来の書面の契約書の作成・押印に代えて、インターネットで

提供されるサービスを利用し契約の締結を行うものです。

インターネットに接続し、電子メールを受信できる状況であれ

ば、パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。

電子契約サービスの利用には、契約される皆様には一切費用

負担はありません。

電子契約とは

① 契約事務の作業削減（押印等の作業が不要）

② 費用削減（印紙税、紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要）

※契約保証は今まで通り書面での提出になります。

（今後契約保証に関しても電子化対応を行っていく予定です。）

電子契約のメリット

令和８年３月以降の一般競争入札、指名競争入札の契約が対象にな

ります。

※小額工事や契約変更に関しては従来通り書面の請書で対応させていただきます。

※対象の案件であっても、書面の契約書を選択することができます。

対象となる契約

電子契約のご案内



◎ 詳しくは、総務課契約担当係までご連絡ください。

総務課契約担当係 011-211-3381

問い合わせ先

電子契約を希望される場合は、「電子契約利用申出書」を電子メー

ルで提出してください。

電子印鑑GMOサイン＜noreply@gmosign.com＞から電子契

約システムのメールが届きますので、ドメインを受信可能にしてくだ

さい。

電子契約の利用準備

貴社よりご指定いただきました契約事務担当者様および契約締結

権限者様のメールアドレス宛に、電子印鑑GMOサイン経由で契約の

案内を送信します。

契約の案内がメールアドレスに届きましたら、内容をご確認の上、

契約の締結をお願いいたします。

電子契約の流れ


